
 

平成２４年１月２７日 

 

株式会社 岩 手 銀 行 

 

「水産業経営アドバイザー」によるコンサルティング活動の展開について 

 

株式会社岩手銀行（頭取 高橋 真裕）では、日本政策金融公庫（農林水産事業）

の資格制度である「水産業経営アドバイザー」の平成２３年度資格試験に、当行復興

再生支援チームの所属行員が合格しましたのでお知らせいたします。 

東日本大震災により、県内および隣県の多くの水産業者が甚大な被害を受け、今も

なお復旧復興の途上にあります。このようななかで、同アドバイザー資格取得者にお

いては、被災企業の事業再建はもとより、事業復興後においても、経営診断やマーケ

ティングの支援など様々な役割が期待されます。 

今後とも、当行復興再生支援チームによる事業再建支援活動にさらに厚みを持たせ、

当行グループの総力を結集して、被災企業の復興を支援してまいります。 

 

記 

 

１．水産業経営アドバイザーについて 

（１）水産業経営アドバイザーとは、水産業経営の維持、発展、事業再生支援等を行う

ために必要な知識、ノウハウ等を有する人材育成を通じ、水産業経営の発展に寄与

することを目的に、日本政策金融公庫農林水産事業が平成２０年に創設した資格制

度です。当初は、公庫職員のみを対象にしておりましたが、２２年度より、中小企

業診断士・税理士・金融機関職員等の外部専門家や外部機関職員の受験も可能とさ

れました。 

（２）今回合格者を含め、水産業経営アドバイザー資格取得者は総勢 19 名であり、そ

の殆どが公庫職員であるなかで、地方銀行行員としては当行行員が初の合格者です。 

（３）水産業経営アドバイザーは、水産業の特性を理解した専門家として、水産業者か

らの経営に関する様々なご相談をお受けし、経営診断やマーケティングの支援など

を通じて、水産業者の経営発展を支援します。 

 



２．（ご参考）「復興再生支援チーム」について 

東日本大震災により、沿岸部に拠点を有し深刻な被害状況となっているお取引先企

業、内陸部においても建物の損壊や機械の破損等に加え売上減少等の二次的な被害を

被っているお取引先企業に対して、当行グループの総力を結集し、適切な解決先をご

提案する活動を展開するため、企業財務支援室内に「復興再生支援チーム」を設置し

ております。 

（１）設置日 

平成２３年５月 

（２）人 員 

現在１３名 

（３）活動内容  

① お取引先の震災後の状況を踏まえた今後の方向性や解決策に関する支援 

（資金繰り、設備投資等） 

② 商材斡旋や販路紹介、事業承継など様々なニーズへの対応 

③ 財務支援のアドバイス 

④ 当行グループ会社のほか、外部機関との連携 

（４）対象先 

東日本大震災により、直接的または間接的（二次的）に被害を受けたお取引先様 

 

以 上 

 

 
 

 

 

総合企画部／〒020-8688 岩手県盛岡市中央通１－２－３ TEL.019-623-1111（代表） 

【本件に関するお問い合わせ先】 
株式会社岩手銀行審査部 企業財務支援室 新田 

電話 ０１９－６２４－７０１２（直通） 


